
ごみ処理基本計画（第 5 期）の策定について 

 

１ ごみ処理基本計画とは 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条第１項の規定に基づき、同法

の目的である生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、本市域内の一般廃

棄物の適正な処理を行うため策定する計画である。 

 

（参考）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第６条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下

「一般廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。 

 

 

２ 本市におけるごみ処理基本計画の策定経緯 

 

H 6. 3 「ごみ処理基本計画（第 1 期）」策定 

      4    ●半透明ごみ袋を導入 ■戸室新保埋立場の開設 

H11. 3               ■西部リサイクルプラザの開設 

   4    ●全市域でペットボトルの分別収集を実施 

   7                ■東部リサイクルプラザの開設 

H12. 3 「ごみ処理基本計画（第２期）」策定 

H13. 4    ●全市域で容器包装プラスチックの分別収集を実施 

H15. 7    ●粗大ごみの有料戸別収集を実施 

                  ■戸室リサイクルプラザの開設 

H17. 3 「ごみ処理基本計画（第３期）」策定 

H18.10    ●埋立場の一部搬入規制を実施（産業廃棄物：紙屑・繊維屑） 

H20. 1    ●埋立場の一部搬入規制を実施（産業廃棄物：木屑・廃石膏

ボード） 

H22. 3 「ごみ処理基本計画」（第４期）策定 

   H24. 3               ■西部環境エネルギーセンター 

                                            新工場開設 

   H24. 4     ●容器包装プラスチック、小型家電等の分別方法を変更 

   H25. 7        ●スーパーマーケットの資源ごみ回収拠点 7 か所を開設 

   H25.10    ●生ごみリサイクルシステム「ベジタくる～ん」開始 

 

 

第４期計画の実施状況を整理し、第 5 期計画を策定 



 

３ 第４期計画の主要目標と課題 （参考資料「目標値と実績」を参照） 

 ○ごみの減量化 【目標】H20 年度に対して、H36 年度までに 10%減量 

   H25 年度中間目標値 約１８１，０００ｔ 実績 約１７６，０００ｔ 

   ごみ総量は、中間目標値以上に減少したが、事業系のごみは景気動向に左右

される側面もあり、最近２年間は増加傾向にある。 

 ○資源化の推進 【目標】H27 年度までに資源化率を 25%に引き上げる 

   H25 年度中間目標値 約１８％  実績 約１２％ 

   紙類の集団回収量やオフィスペーパーリサイクル量が目標を下回ったことに

よる。また、H27 年度から実施を計画していた焼却灰の再生利用も、コスト面

の課題があり実施を見送っている。 

 ○上記にかかる市民・事業者等との協働、意識啓発について 

   「53 ダイエットネットワーク」の継続的な活動や、町会や婦人会、学校等へ

の出前講座、エコフェスタなどの啓発イベントを展開してきたほか、新しい

取り組みとして生ごみの減量に向けたダンボールコンポスト推進講座などを

実施した。 

 ○今後の課題 

  ① 将来を見据えて、効率的なごみ処理体制を構築するための、新たな減量・ 

資源化目標の設定 

② 資源化率向上のための新たな施策展開 

③ 地球温暖化対策の推進と大規模災害への備え 

④ 市民・事業者との協働と適切な役割分担の確保 

 

４ ごみ処理基本計画（第５期）策定スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

一次案の作成 

●第１回 [12/22] 

非公開（骨子案審議） 

●第２回 [1/26] 

公開（一次案審議） 

●第３回 [３月下旬] 

公開（二次案審議） 

廃棄物総合対策審議会 

課題の整理、基本方針・目標、

施策の提案・調整 など 

事務局・庁内ワーキング 

最終案の決定 

一次案修正 → パブリックコメント 

二次案の作成  ← (2/2～3/3) 

ごみ処理基本計画（第５期） 計画期間 H27～41 年度 

 

資料 １ 

議会（常任委員会） 


